
さがみ岡田特許商標事務所  ver1.3.2 

20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

依  頼  書 
 

さがみ岡田特許商標事務所 

弁理士 岡田 陽之介 殿 

 

私は、さがみ岡田特許商標事務所の WEBサイトにて特許出願サービスの内容，流れ，料金，個人情報

保護方針，その他の留意事項を確認しました。これらに同意し、特許出願サービスを申し込みます。 

 

 

依頼者 

氏名         [必須] ＸＸ ＸＸ 

会社名又は屋号 株式会社ＸＸＸＸ 

部署名又は役職名 代表取締役 

住所又は居所     [必須] 東京都千代田区霞ヶ関Ｘ－Ｘ－Ｘ 

電話番号       [必須] ＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

ファクシミリ番号 ＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

電子メールアドレス  [必須] ＸＸＸＸＸＸ＠ＸＸＸＸ．ＸＸ 

 

＊提出資料がある場合は、✔を入れてください。 

［✔］発明説明書 [必須] 

［✔］図面（ Ｘ 頁） 

［✔］先行技術文献（ Ｘ 件） 

［✔］その他の資料（ Ｘ 件） 
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20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

発 明 説 明 書 
 

貴社整理番号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ（10 桁以内） 

 

Ａ．本件発明の技術的な内容を理解できるように記入してください。 

１．本件発明に関連する従来技術（技術水準） [必須] 

本件発明に関連する従来技術（技術水準）がどのようなものか記入してください。 

 

文献を参照すべき箇所には注釈を挿入し、どの文献なのか分かるようにしてください。 
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２．上記１の従来技術に関する文献についての情報 

(1)特許文献  ※公開特許公報や特許公報等に記載の出願番号，特許番号等を記入してください。 

上述の従来技術（技術水準）を記載した公開特許公報，特許公報，実用新案公報等があるとき

は、その出願番号，特許番号，登録番号等を記入してください。 

 

 

 

(2)非特許文献  ※書籍や雑誌等の題名，著者名，出版者名，頁，発行年月日等を記入してください。 

上述の従来技術（技術水準）を記載した一般刊行物（書籍，雑誌等）があるときは、その題名，

著者名，出版者名，発行年月日等を記入してください。 

 

 

 

３．本件発明によって解決しようとする課題（従来技術の問題点） [必須] 

上述の従来技術（技術水準）の問題点や，上述の従来技術（技術水準）だけでは解決（又は実

現）することができなかった課題等が分かるように記入してください。 
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４．発明を実施するための形態（実施例） [必須] 

実施例１ [必須] 

(1)上記３.の課題を解決するための発明の構成 [必須] 

実施例ごとに、図面（構成図，構造図，フローチャート，ブロック図，使用状態図等）を参照し

ながら発明を実施するための構成・工程等を記入してください。 

 

２以上の実施例がある場合は、「実施例２」以降の欄に記入してください。※ただし、発明を実施

するための最良の形態（ベストモード）と思うものを「実施例１」の欄に記入してください。 

 

①「物」の発明は、次の点について記入してください。 

(a) 発明の実施（例えば、生産，使用，組立等）をするための全体構成 

(b) 発明を実施するために必要な構成要素 

(c) 発明を実施するための手順・ステップ 

※特に発明がどのような形状・構造・組成・性質の構成要素を備えているのか、それらの構成要

素がどのように関連（結合，連結，接続，設置等）しているのか等が分かるように記入してくだ

さい。 

 

②「方法」の発明は、次の点について記入してください。 

(a) 発明を実施するためのすべての工程， 

(b) 発明を実施するために必要な技術的手段， 

(c) 発明を実施するための初期状態、中間状態及び最終状態 

※特に発明が各工程でどのような技術的手段及びどのような状態と関連しているのか等が分かる

ように記入してください。 

 

③「物を生産する方法」の発明は、次の点について記入してください。 

(a) 発明を実施するためのすべての工程， 

(b) 発明を実施するために必要な技術的手段， 

(c) 発明を実施するための原材料、中間生産物及び最終生産物の形状，構造，組成，性質等 

※特に発明が各工程でどのような技術的手段及びどのような生産物と関連しているのか等が分か

るように記入してください。 

 

 

その他にも必要な事項があるときは、記入してください。 
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(2)上記(1)の発明の構成から導き出される作用，動作又は機能 [必須] 

実施例ごとに、図面（構成図，構造図，フローチャート，ブロック図，使用状態図等）を参照し

ながら発明の作用，動作又は機能を記入してください。 

 

①「物」の発明の場合は、発明がどのような条件（圧力，速度，電圧，温度，時間，面積，距

離，比率，回数等）のもとで作用、動作又は機能するのか、どのように作用、動作又は機能する

のか等が分かるように記入してください。 

 

※例えば，機械の発明であれば動力（エネルギー）等、電気電子回路の発明であれば電気信号

等、情報システムの発明であれば情報等が、どの構成要素からどの構成要素へ伝達し、それによ

って発明がどのように作用、動作又は機能するのか等が分かるように記入してください。 

 

②「方法」の発明の場合は、発明が各工程でどのような条件（圧力，速度，電圧，温度，時間，

面積，距離，比率，回数等）のもとで作用、動作又は機能するのか、全体としてどのように作

用、動作又は機能するのか、初期状態から最終状態に至るまでにどのように状態が変化していく

のか等が分かるように記入してください。 

 

③「物を生産する方法」の発明の場合は、発明が各工程でどのような条件（圧力，速度，電圧，

温度，時間，面積，距離，比率，回数等）のもとで作用、動作又は機能するのか、全体としてど

のように作用、動作又は機能するのか、原材料から最終生産物が生産されるまでにどのように状

態が変化していくのか等が分かるように記入してください。 

(3)上記(1)の発明の構成から導き出される効果 [必須] 

実施例ごとに、発明の実施により最終的に得られる効果（効能）を具体的に記入してください。 

 

発明の実施により従来技術からは予測できないような顕著な効果が得られるときは、根拠となる

実験結果等を参照する等、具体的に記入してください。 

 

(4)上記(3)の効果を立証できる実験データの有無 [必須]  ※選択してください。 

ａ. あり    ｂ. なし 

(5)自由記入欄 
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実施例 ２ 

(1)上記３.の課題を解決するための発明の構成 [必須] 

上記の実施例以外にも実施例があるときは、記入してください。 
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(2)上記(1)の発明の構成から導き出される作用，動作又は機能 [必須] 

上記の実施例以外にも実施例があるときは、記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)上記(1)の発明の構成から導き出される効果 [必須] 

上記の実施例以外にも実施例があるときは、記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)上記(3)の効果を立証できる実験データの有無 [必須]  ※選択してください。 

ａ. あり    ｂ. なし 

(5)自由記入欄 

 

 

 

 

 

 

※他にも発明の実施例がある場合には、上表をコピー＆ペーストして記入してください。 
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５．本件発明を産業上利用することができる分野 

本件発明を産業上利用する分野や、利用する可能性のある分野を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

６．先行技術調査で使用した検索式，キーワード等 

先行技術調査に使用した検索式やキーワード等があるときは、記入してください。 

 

 

 

 

 

 

７．本件発明の実施（又は実施許諾）の予定の有無 [必須]  ※選択してください。 

ａ. あり：２０ＸＸ 年 ＸＸ 月頃を予定   ｂ. なし 

８．本件発明に関する評価（５段階 １低 ５高） [必須] 

(1)技術としての重要度 [必須]  ※選択してください。 

１    ２    ３    ４    ５ 

(2)貴社製品展開/ビジネスモデルにおける重要度 [必須]  ※選択してください。 

１    ２    ３    ４    ５ 

(3)他社との市場競争における重要度 [必須]  ※選択してください。 

１    ２    ３    ４    ５ 

(4)総合的評価 [必須]  ※選択してください。 

１    ２    ３    ４    ５ 
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Ｂ．特許出願サービスのオプション等について記入してください。 

１．特許請求の範囲（クレーム） [必須]  ※選択してください（複数可） 

ａ．弁理士に全部おまかせします。 

ｂ．下記の「クレーム案」を活用してほしい。必要があれば、修正してください。 

ｃ．下記の「クレーム案」以外に可能性があれば、クレームを追加してほしい。 

ｄ．クレーム数に上限や下限を設定したい。（上限：ＸＸ個， 下限：ＸＸ個） 

ｅ．「11．自由記入欄」に記載します。 

ｆ．資料を添付（送付）します。 

クレーム案  ※上記でｂ又はｃを選択した場合は、必ず記入してください（複数可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さがみ岡田特許商標事務所  ver1.3.2 

２．明細書  ※ご要望がありましたら、記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．図面 [必須]  ※選択してください（複数可） 

ａ．弁理士に全部おまかせします。 

ｂ．添付した図面を活用してほしい。必要があれば、修正してください。 

ｃ．添付した図面以外にも必要な図面は追加してほしい。 

ｄ．図面の頁数に上限や下限を設定したい。（上限：ＸＸ頁， 下限：ＸＸ頁） 

ｅ．「11．自由記入欄」に記載します。 

ｆ．資料を添付（送付）します。 

４．先行技術調査 [必須]  ※選択してください。 

ａ. 必要    ｂ. 不要 

５．発明の新規性喪失の例外規定の適用 [必須]  ※選択してください。 

ａ. 必要    ｂ. 不要 
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６．優先権の主張 [必須]  ※選択してください。 

ａ. 必要：出願番号：特願 ＸＸＸＸ-ＸＸＸＸＸＸ 

ｂ. 不要 

７．出願審査請求サービスの申込み [必須]  ※選択してください。 

ａ. 申し込む   ｂ. 申し込まない 

出願審査請求の時期  ※上記でａを選択した場合は、記入してください。 

ａ．特許出願と同時に請求する 

ｂ．特許出願の日からＸ年Ｘ月後に請求する ※1 ヶ月～2 年 11 ヶ月の範囲で指定可 

ｃ．２０ＸＸ 年 ＸＸ 月 ＸＸ 日に請求する 

８．出張面談 [必須]  ※選択してください。 

ａ. 必要    ｂ. 不要 

面談日時  ※上記でａを選択した場合は、記入してください。 

① 第１希望：ＸＸ月ＸＸ日（ Ｘ ） ＸＸ時ＸＸ分～ ＸＸ時ＸＸ分 

② 第２希望：ＸＸ月ＸＸ日（ Ｘ ） ＸＸ時ＸＸ分～ ＸＸ時ＸＸ分 

③ 第３希望：ＸＸ月ＸＸ日（ Ｘ ） ＸＸ時ＸＸ分～ ＸＸ時ＸＸ分 

面談場所  ※上記でａを選択した場合は、記入してください。 

依頼者様の事業所等で面談を行う場合には、その所在地を記入してください。 

弊所にお越しいただき、面談を行う場合には、例えば「訪問希望」と記入してください。 

 

 

面談内容  ※上記でａを選択した場合は、記入してください。 

ご相談の内容を具体的に記入してください。 
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９．原稿到着希望日 [必須] 

ａ. あり：２０ＸＸ 年 ＸＸ 月 ＸＸ 日を希望   ｂ. なし 

 

原稿到着希望日は、余裕をもたせて指定してください。 

※業務スケジュールや発明の難易度等によっては、希望日までに原稿が間に合わないこともあり

えますので、あらかじめご了承ください。 

１０．電子メールの添付ファイルの希望パスワード  ※英数字４文字以上 

英数字４文字以上のパスワードを指定してください。 

※このパスワードは、担当者様の電子メールアドレスへ送信する電子メールに、電子ファイルを

添付する場合（例えば，原稿をご確認いただくために原稿の電子ファイルを添付する場合等）

に、その電子ファイルを開くときに使用するパスワードです。 

１１．自由記入欄 
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Ｃ．提出資料についての説明を記入してください。 

提出資料１ 

(1)資料名 [必須] 

記入例）特願ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸＸＸの公開特許公報 

(2)説明 [必須] 

記入例）従来技術に関する文献です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出資料２ 

(1)資料名 [必須] 

 

(2)説明 [必須] 
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提出資料 ３ 

(1)資料名 [必須] 

 

(2)説明 [必須] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出資料 ４ 

(1)資料名 [必須] 

 

(2)説明 [必須] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他にも提出資料がある場合には、上表をコピー＆ペーストして記入してください。 
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Ｄ．出願人，発明者，担当者についての情報を記入してください。 

１．出願人情報 [必須]   ※共同出願の場合は、共同出願人全員を記入してください。 

出願人１ [必須]   ※登記簿謄本、戸籍謄本等に記載のとおりに記入してください。 

(1)識別番号 ※お持ちの方  

(2)氏名又は名称     [必須] 

共同出願で代表出願人を選定したときは、「出願人１」の

欄に代表出願人を記入し、自由記入欄にその旨を記入し

てください。 

(3)代表者 ※法人の場合  

(4)住所又は居所     [必須]  

(5)国籍         [必須]  

 

 

出願人２ 

(1)識別番号 ※お持ちの方  

(2)氏名又は名称     [必須]  

(3)代表者 ※法人の場合  

(4)住所又は居所     [必須]  

(5)国籍         [必須]  

(6)費用持分 

共同出願で共同出願人の費用の持分があるときは、費用

の持分を「分数」で記入してください。 例）50／100 

費用の持分が投資事業有限責任組合契約等の組合契約に

基づくものである場合は、その旨を記入してください。 

※他にも出願人がいる場合には、上表をコピー＆ペーストして記入してください。 
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２．発明者情報 [必須]  ※共同発明の場合は、共同発明者全員を記入してください。 

発明者１ [必須]  ※戸籍謄本に記載のとおりに記入してください。 

(1)氏名         [必須]  

(2)住所又は居所     [必須]  

(3)国籍         [必須]  

(4)会社名又は屋号  

(5)部署名又は役職名  

(6)電子メールアドレス  

(7)電話番号  

(8)ファクシミリ番号  

 

 

発明者２ 

(1)氏名         [必須]  

(2)住所又は居所     [必須]  

(3)国籍         [必須]  

(4)会社名又は屋号  

(5)部署名又は役職名  

(6)電子メールアドレス  

(7)電話番号  

(8)ファクシミリ番号  
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発明者    

(1)氏名         [必須]  

(2)住所又は居所     [必須]  

(3)国籍         [必須]  

(4)会社名又は屋号  

(5)部署名又は役職名  

(6)電子メールアドレス  

(7)電話番号  

(8)ファクシミリ番号  

 

 

発明者    

(1)氏名         [必須]  

(2)住所又は居所     [必須]  

(3)国籍         [必須]  

(4)会社名又は屋号  

(5)部署名又は役職名  

(6)電子メールアドレス  

(7)電話番号  

(8)ファクシミリ番号  

※他にも発明者がいる場合には、上表をコピー＆ペーストして記入してください。 
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３．担当者情報 [必須]  ※担当者の連絡先を記入してください。 

(1)担当者１ [必須] 

(1-1)氏名        [必須]  

(1-2)住所又は居所    [必須]  

(1-3)会社名又は屋号  

(1-4)部署名又は役職名  

(1-5)電子メールアドレス [必須]  

(1-6)電話番号      [必須]  

(1-7)ファクシミリ番号  

(1-8)主な連絡方法    [必須] ａ．電子メール ｂ．FAX ｃ．電話 ｄ．郵送 

 

 

４．自由記入欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 切 り 取 り - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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留 意 事 項 
 

＜特許出願をするにあたって＞ 

 

（料金） 

・手続等の内容によって当事務所規定の料金が発生すること。 

 

・料金は、原則として前受金で請求されること。 

 

・請求書は、原則として当事務所の弁理士から電子メールで送付されること。 

 

・料金は、支払期限までに指定の銀行口座に請求金額を振り込むこと。振込手数料は依頼者が負担す

ること。 

 

・料金の支払後、特許出願を中止する場合は、返金されないこと。 

 

（先行技術調査） 

・先行技術調査は、依頼者の希望により行われること。 

 

・先行技術調査を行った場合は、原則として当事務所の弁理士から電子メールで報告書が送付される

こと。回答依頼には、回答期限までに速やかに応じること。 

 

・先行技術調査の結果は、調査範囲及びデータベースの限りにおいてヒットした先行技術文献に記載

の発明と本願発明との対比に基づいてなされた弁理士の判断結果であること。弁理士の判断結果と審

査官による審査結果とは、調査した弁理士と審査官とで調査範囲及びデータベースが相違すること等

により、異なることがあること。 

 

・先行技術調査の結果、当事務所の弁理士が特許となる可能性が極めて低いと判断した場合は、原則

として出願手続をすることは勧めないが、依頼者の求めにより、出願手続を行うことがあること。 

 

・先行技術調査の結果、当事務所の弁理士が特許となる可能性が極めて低いと判断した場合であって

も、発明の内容を修正し、当事務所の弁理士に提示すれば、再度先行技術調査を行うことができるこ

と。 

 

（出願書類の原稿作成） 

・基本料金の振込が確認された後、明細書等の原稿の作成が開始されること。 
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・当事務所の弁理士から証明書、説明資料等を求められた場合は、速やかに当事務所の弁理士に提出

すること。提出できないときは、当事務所の弁理士に相談すること。 

 

・原稿の確認依頼は、原稿が完成した時、又は訂正された時に、原則として当事務所の弁理士から電

子メールで送付されること。確認依頼があった場合は、回答期限までに速やかに応じること。 

 

・原稿を確認し、特許庁への出願手続を開始してよい場合は、その旨を当事務所の弁理士に回答する

こと。 

 

・原稿を訂正したい場合は、その箇所及び内容を当事務所の弁理士に回答すること。 

 

・クレームの数、図面の頁数に応じて追加料金がかかること。その他、特許出願と併せて行う手続等

がある場合は追加料金がかかること。 

 

（出願手続） 

・追加料金の支払が必要な場合は、追加料金の振込が確認された後、特許庁への出願手続が開始され

ること。 

 

・支払期限までに追加料金を支払うことができない場合であって、特許庁への出願手続の開始を希望

するときは、速やかに当事務所の弁理士に相談すること。 

 

 

＜出願後について＞ 

 

（出願公開） 

・特許出願の内容は、特許掲載公報が発行されたものを除き、特許出願の日から１年６月を経過した

後、公開特許公報に掲載されること。 

 

（出願審査請求） 

・出願審査請求をしなければ、特許出願の審査は開始されないこと。出願審査請求をすることができ

る期間は、原則として特許出願の日から３年以内であること。 

 

・出願審査請求をした後は、その請求を取り下げることはできないこと。 

 

・出願審査請求をしない場合は、特許出願が自動取下げとなること。 

 

・上記期間が経過する前に当事務所の出願審査請求サービスの案内が電子メール等で送付されること

があること。 
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・出願審査請求を希望する場合は、上記期間が経過する前に当事務所の出願審査請求サービスを申し

込むこと。 

 

・当事務所の出願審査請求サービスを申し込まなかった場合は、当事務所の弁理士は特許出願につい

て出願審査請求をしないこと。 

 

・出願審査請求サービスの内容、料金等については、当事務所の WEB サイトも確認すること。 

 

（中間手続） 

・特許庁にて特許出願の審査が開始された場合は、拒絶理由通知を受けることがあること。 

 

・拒絶理由通知を受けた場合は、指定された応答期間内に意見書等の手続をしなければ、拒絶査定に

なること。 

 

・拒絶理由通知を受けた場合は、原則として当事務所の弁理士から電子メールで連絡されること。回

答依頼には、回答期限までに速やかに応じること。 

 

・拒絶理由通知の連絡があった場合であって、当事務所の弁理士による手続の代理を希望するとき

は、当事務所の中間手続サービス（拒絶理由通知に対する手続）を申し込むこと。その際、意見等が

あれば、当事務所の弁理士に回答すること。 

 

・特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更した場合は、当該特許出願は取下げられたも

のとみなされること。 

 

・特許出願について国内優先権を主張して特許出願をした場合は、先の出願は、原則としてその出願

の日から１年３月を経過した後に取下げられたものとみなされること。 

 

・中間手続サービスの内容、料金等については、当事務所の WEBサイトも確認すること。 

 

（拒絶査定不服審判） 

・拒絶をすべき旨の査定（以下、「拒絶査定」という。）となった場合であっても、拒絶査定不服審判

の請求をすれば、特許を受けることができることがあること。 

 

・拒絶査定の謄本の送達があった場合は、原則として当事務所の弁理士から電子メールで連絡される

こと。回答依頼には、回答期限までに速やかに応じること。 

 

・拒絶査定の連絡があった場合であって、当事務所の弁理士による拒絶査定不服審判の請求の代理を

希望するときは、当事務所の拒絶査定不服審判サービスを申し込むこと。その際、意見等があれば、

当事務所の弁理士に回答すること。 
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・拒絶査定不服審判サービスの内容、料金等については、当事務所の WEBサイトも確認すること。 

 

（その他） 

・特許出願人についての変動（氏名・名称の表示変更、住所・居所の表示変更等）があった場合は、

速やかに当事務所の弁理士に連絡するか、又は当事務所の中間手続サービス（その他の手続）を申し

込むこと。 

 

・依頼者の都合により、代理人の解任、複代理人の選任、代理人の変更をする場合は、速やかに当事

務所の弁理士に連絡するか、又は当事務所の中間手続サービス（その他の手続）を申し込むこと。 

 

 

＜特許査定後について＞ 

 

（特許権の設定の登録） 

・特許をすべき旨の査定（以下、「特許査定」という。）の謄本の送達があった場合は、３０日以内に

第１年から第３年分の特許料を納付しなければ、特許権の設定の登録はされないこと。 

 

・特許査定の謄本の送達があった場合は、原則として当事務所の弁理士から電子メールで連絡される

こと。回答依頼には、回答期限までに速やかに応じること。 

 

・特許査定の連絡があった場合であって、特許権の設定を希望するときは、当事務所の弁理士にその

旨を回答し、支払期限までに指定の銀行口座に請求金額を支払うこと。 

 

・支払期限までに支払うことができない場合であって、特許権の設定を希望するときは、当事務所の

弁理士に相談すること。 

 

・特許査定の連絡があった場合であって、特許権の設定を希望しないとき、その他要望があるとき

は、当事務所の弁理士にその旨を回答すること。 

 

（成功報酬） 

・特許査定となった場合は、成功報酬の請求がなされること。 

 

・依頼者の都合により、代理人の解任又は変更等をした場合であって、その後特許査定となったとき

も、成功報酬を支払うべきこと。 

 

・特許査定となった後に特許が不要になった等、依頼者の事情で特許権取得を断念する場合は、成功

報酬を支払うべきこと。 
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（特許料の減免） 

・特許料の減免申請は、特許料の納付の都度、行うことができること。 

 

・特許料の減免申請をする場合は、所定の要件に該当することが必要であること。 

 

・特許料の減免申請をしても、所定の要件に該当しないときは、特許料の減免はなされないこと。た

だし、再度申請をすることができることがあること。 

 

・特許料の減免申請をする場合であって、当事務所の弁理士から証明書等を求められたときは、速や

かに当事務所の弁理士に提出すること。提出できないときは、当事務所の弁理士に相談すること。 

 

・特許料減免の内容、料金等については、当事務所の WEBサイトも確認すること。 

 

（特許出願の代理業務の終了） 

・特許出願の代理業務は、特許権の設定の登録、又は拒絶査定の確定をもって終了すること。 

 

 

＜その他＞ 

 

（特許権の存続期間） 

・特許権の存続期間は、特許出願の日から２０年で満了するが、各年分の特許料は納付期限までに納

付しなければならないこと。 

 

・各年分の特許料を納付する場合であって、当事務所の弁理士による代理手続を希望するときは、当

事務所の年金管理サービスを申し込むこと。 

 

（特許異議申立） 

・特許がされても特許掲載公報の発行の日から６月以内は、特許異議申立がされることがあること。 

 

・特許異議申立があった場合であって、当事務所の弁理士による代理手続を希望するときは、当事務

所の特許異議申立サービスを申し込むこと。 

 

・特許異議申立サービスの内容、料金等については、当事務所の WEB サイトも確認すること。 

 

（特許無効審判） 

・特許がされても無効理由に該当する場合は、特許無効審判を請求されることがあること。 

 

・特許がされても後発的に無効理由に該当するものとなった場合は、特許無効審判を請求されること

があること。 
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・特許無効審判の請求があった場合であって、当事務所の弁理士による代理手続を希望するときは、

当事務所の特許無効審判サービスを申し込むこと。 

 

・特許無効審判サービスの内容、料金等については、当事務所の WEB サイトも確認すること。 

 

（その他） 

・特許権者についての変動（氏名・名称の表示変更、住所・居所の表示変更等）があった場合であっ

て、当事務所の弁理士による代理手続を希望するときは、当事務所の申請/届出サービスを申し込む

こと。 

 

・依頼者の都合により、代理人の解任、複代理人の選任、代理人の変更をする場合であって、当事務

所の弁理士による代理手続を希望するときは、当事務所の申請/届出サービスを申し込むこと。 

 

・申請/届出サービスの内容、料金等については、当事務所の WEBサイトも確認すること。 

 

・その他、不明な点は当事務所の弁理士に問い合わせること。 

 

以上 


